
「くらし応援商品券」取扱店舗（事業者）募集要綱に基づき以下のとおり申請いたします。

　当事業所は上記取扱事業所として申請するにあたり、上記記載内容及び下記について、相違ないことを誓
約いたします。
　「くらし応援商品券」取扱店舗（事業者）募集要綱を厳守して履行すること。反社会的勢力でないこと。万一
不正行為等を行った場合は、一切の「くらし応援商品券」の換金の中止、並びに倉吉市と倉吉商工会議所で
審議し決定した処置について、一切の異議は申しません。


